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多 久 市 防 災 会 議

【日 時】 令和８年６月１日
【場 所】 多久市役所４階 大会議室東

説 明 資料
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

多久市地域防災計画書（案）について
◆ 日本における防災体制  ◆

➢ 災害対策基本法により、内閣府に中央防災会議が設置されており、都道
府県・市町村にもそれぞれ地方防災会議が設置されています。

➢ これらの会議には、防災に関する計画を作成することが義務付けられており、
市町村地域防災計画では、おおむね次に揚げる事項について定めることと
されています。

① 市町村の地域に係る防災に関し、市町村及び市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な

施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱 

② 市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練、その他

の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、

水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

③ 市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等

の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 
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

多久市地域防災計画書（案）について
◆ 計画の概要  ◆

【基本理念】
１ 災害予防段階における基本理念   ⇒  周到かつ十分な災害予防

２ 災害応急段階における基本理念   ⇒  迅速かつ円滑な災害応急対策

３ 災害復旧・復興段階における基本理念  ⇒  適切かつ速やかな災害復旧・復興

第１編 総則
◆ 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱
◆ 多久市の概要

第２編 風水害対策
第３編 地震対策
第４編 原子力災害対策

◆ 災害予防対策、災害応急対策、災害復旧対策、複合災害対策

計画の骨子
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

多久市水防災計画書（案）について
◆ 水 防 法  ◆

【 目 的 】

・ 洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、

 もつて公共の安全を保持することを目的とする。

【市町村の責務】

・ 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。

【水防計画】

・ 水防管理者（市長）は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討

 を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

・ 水防管理者（市長）は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あら

 かじめ、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会

 議を設置する市町村は市町村防災会議に諮らなければならない。 

・ 水防管理者（市長）は、水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努める

 とともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。
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

多久市水防計画書（案）について
◆ 計画の概要  ◆

【目 的 】

水防法に基づき、佐賀県知事から指定された指定水防管理団体である多久市が、

① 市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定

② 市の地域に係る河川又は湖沼の洪水を警戒・防御し被害を軽減

③ ①、②により公共の安全を保持する

第１章 総則

第２章 水防組織について

第３章 水防配備体制及び対策について

第４章 重要水防箇所及び水防警報について

第５章 協力及び応援について

第６章 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置について

第７章 水防協力団体について

第８章 災害救助対策について

計画の骨子
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

多久市地域防災計画書（案）について
◆ 主な改正概要  ◆

１ 佐賀県地域防災計画の修正を踏まえた改正

（１）その他最近の施策の進展等を踏まえた修正

① 避難所におけるこども・若者の居場所の確保

・｢指定避難所におけるこども・若者の居場所の確保への配慮

 (第2編/Ｐ128,第3編/P106）

（２）関連する法令の改正を踏まえた改正

  ① 被災者支援の充実

・「在宅・車中泊避難者への福祉サービスの提供」

 (第2編/Ｐ112,第3編/Ｐ95）

・NPO、災害ボランティアとの平時からの連携、研修・訓練の推進

 (第2編/Ｐ61,第3編/Ｐ66）

   ・地方公共団体による物資の備蓄状況公表      (第2編/Ｐ50,第3編/Ｐ54） 6





多久市地域防災計画書（案）について
◆ 主な改正概要  ◆

１ 佐賀県地域防災計画の修正を踏まえた改正

（３）令和６年能登半島地震を踏まえた修正

① 被災者支援の充実

・避難生活における生活環境確保に取り組みの充実化

  (第2編/Ｐ40～41,Ｐ127,第3編/Ｐ46）

・協定・届出避難所に係る情報の事前把握充実化 (第2編/Ｐ48,第3編/Ｐ52）

    ② 防災DXの加速

・各種防災システムを活用した被災状況の迅速な共有

        (第2編/Ｐ50,82第3編/Ｐ54,82）
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

多久市地域防災計画書（案）について
◆ 主な改正概要  ◆

１ 佐賀県地域防災計画の修正を踏まえた改正

（４）新しい気象情報の運用開始に伴う改正

① 風水害に関係する警報等の種類（「レベル」の付記）

② 「危険警報」の発表（「警戒レベル４相当」）

③ 「気象防災速報」、

「気象解説情報」の発表

(第2編/Ｐ74～76）
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

多久市地域防災計画書（案）について
◆ 主な改正概要  ◆

9

２ 市の取組による改正関係

（１）公立佐賀中央病院開院、及び市の組織変更に伴う改正

・多久市立病院の閉院、及び財産活用課の設置に伴い、医療班を廃止

するとともに、組織表、配備要員、非常連絡員等を見直し

(第2編/Ｐ68～71,第3編/Ｐ72）

・市における災害拠点病院の変更

（多久市立病院⇒公立佐賀中央病院）

(第2編/Ｐ37,110,第3編/Ｐ94）

（２）受援計画等の策定

・他の機関から円滑に応援を受けるために受援・応援計画を策定

・応援職員が円滑に活動できるよう資機材等の整備の実施

（第2編/P102～103,第3編/P41～41)





令和８年度防災パトロールの報告

【 日    時  】令和8年5月18日（月）13時30分～

【参加機関】国土交通省武雄河川事務所牛津出張所

佐賀土木事務所、佐賀中部農林事務所

小城警察署、多久消防署、多久市消防団

【実施箇所】治山事業・砂防事業 3箇所

河川関係 2箇所

その他 1箇所 計6箇所
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

令和8年度防災パトロールの報告
◆ 箇 所 一 覧  ◆

№ 箇 所 名 機 関

1
多久原地区
災害関連緊急治山事業
緊急総合治山事業 （北多久町）

佐賀中部農林事務所

2
西山谷川
通常砂防（指定）事業 （多久町）

佐賀土木事務所

3
末瀬川
通常砂防（指定）事業 （西多久町）

佐賀土木事務所

4 庄川 （南多久町） 防災安全課

5 永瀬川 （東多久町） 防災安全課

6
牛津川遊水地
(牛津川山崎排水機場外改築工事)   （小城市）

武雄河川事務所牛津出張所
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パトロール箇所位置図

①

④②
⑤

⑥
③

① 多　久　原

② 西 山 谷 川

③ 末　瀬　川

④ 庄　　　川

⑤ 永　瀬　川

⑥ 牛津川遊水地

凡　　　例





令和8年度防災パトロールの報告
◆ 箇 所 の 概 要  ◆

№ 1
多久原地区 災害関連緊急治山事業

緊急総合治山事業 （北多久町）
パトロールの状況

令和3年8月13日から14日の集中豪雨により山腹崩壊が発生

し、県道岸川荕原線・林道袖山線に被害を受けた。山腹内
及び渓流には、崩壊した不安定土石が堆積しており、今後
の降雨による再流出で甚大な被害となる恐れがある。この
ため、令和3年度から災害関連緊急治山事業、令和5年度か

ら緊急総合治山事業により森林復旧を図っている。上部か
ら順番に、山腹工、谷止工及び流路工（令和7年度繰越：流
路工L=13ｍ）によって、全ての工事が完了した。

№ 2 西山谷川通常砂防（指定）事業（多久町） パトロールの状況

西山谷川渓流は土石流危険流域である。渓流の荒廃が見
られ、近年の集中豪雨により土石流災害発生の危険性が
ある。このため、砂防堰堤整備を行うことにより人家、
耕地、県道の保全を図る必要がある。令和8年度は管理
用道路の施工(延長97.2ｍ)等を令和9年3月末完成の予定。
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

令和８年度防災パトロールの報告
◆ 箇 所 の 概 要  ◆

№ 3 末瀬川通常砂防(指定)事業  （西多久町） パトロールの状況

末瀬川渓流は土石流危険流域である。渓流の荒廃が見られ、
近年の集中豪雨により土石流災害発生が懸念されるため、
砂防堰堤整備を行うことにより人家、公共施設等の保全を
図る必要がある。令和8年度は床固工と渓流保全工等、管理
用道路(延長:97ｍ)の施工を予定しており、今年度に事業完
了の予定である。

№ 4 庄川 （南多久町） パトロールの状況

出水時対応について地元要望の強い、庄川の状況を関係機
関で確認。
【国】排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車の運用。
【県】排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1号基、2号基及び除塵機の稼働水位の確認。

これまでに浸水の原因解析を行い、浸水対策案について
は、県と市で相互に確認したところであり、流域治水の
取組を含め、対策、事業主体、事業メニューにつ
いて、引き続き協議を行っていく。

【市】現地巡回の充実等により早期の対応。
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

令和８年度防災パトロールの報告
◆ 箇 所 の 概 要  ◆

№ 5 永瀬川 （東多久町） パトロールの状況

出水時対応について地元要望の強い永瀬川の状況を関係機関で確認。
【県】ポンプの稼働水位の確認。これまでに浸水の原因解析を

行い、浸水対策案については、県と市で相互に確認した
ところであり、流域治水の取組を含め、対策、事業主体、
事業メニューについて、引き続き協議を行っていく。

【市】現地巡回の充実等により早期の対応。

№ 6
牛津川遊水地

（牛津川山崎排水機場外改築工事）（小城市）
パトロールの状況

令和元年8月洪水により甚大な被害を受けた六角川水系におい

て、再度災害を防止するため、河川激甚災害対策特別緊急事業
により遊水地等の整備を行い、令和元年8月洪水と同じ規模の

洪水が発生した場合でも、堤防からの越水を防ぎ、安全に洪水
を流下させ、排水ポンプの運転調整の回避を図る。現在の工事
（排水機場及び水門新設工事）の進捗状況の確認を行った。

15


	既定のセクション
	スライド 1: 多久市防災会議 
	スライド 2: 多久市地域防災計画書（案）について  ◆ 日本における防災体制  ◆
	スライド 3: 多久市地域防災計画書（案）について  ◆ 計画の概要  ◆
	スライド 4: 多久市水防災計画書（案）について  ◆ 水　防　法  ◆
	スライド 5: 多久市水防計画書（案）について  ◆ 計画の概要  ◆
	スライド 6: 多久市地域防災計画書（案）について  ◆ 主な改正概要  ◆
	スライド 7: 多久市地域防災計画書（案）について  ◆ 主な改正概要  ◆
	スライド 8: 多久市地域防災計画書（案）について  ◆ 主な改正概要  ◆
	スライド 9: 多久市地域防災計画書（案）について  ◆ 主な改正概要  ◆

	タイトルなしのセクション
	スライド 10: 令和８年度防災パトロールの報告 
	スライド 11: 令和8年度防災パトロールの報告  ◆ 箇 所 一 覧  ◆
	スライド 12
	スライド 13: 令和8年度防災パトロールの報告  ◆ 箇 所 の 概 要  ◆
	スライド 14: 令和８年度防災パトロールの報告  ◆ 箇 所 の 概 要  ◆
	スライド 15: 令和８年度防災パトロールの報告  ◆ 箇 所 の 概 要  ◆


